港湾施設（区域）における撮影・取材等届出書

令和　　年　　月　　日

静岡県下田土木事務所長　様

住所又は所在地

届出者　氏名又は名称
担当者名

港湾施設（区域）において、下記のとおり撮影・取材を実施したいので、
届け出ます。

　なお、使用の際には使用条件を順守します。

記

	使用場所
	

	使用日時
	令和　　年　　月　　日　　時　から

令和　　年　　月　　日　　時　まで

	使用目的
	

	使用に際し搬入する資器材
	

	工作物設置等の有無
	有　・　無

	設置工作物
	

	使用現場責任者及び連絡先
	責任者氏名
	

	
	事前連絡先
	

	
	現場連絡先
	


※撮影企画書、絵コンテ、撮影場所の位置図を添付してください

●使用条件

１　使用後のゴミ等の片付け、火気使用後の消火を厳守すること。

２　施設・用地を損傷しないよう十分配慮を行い、必要な措置を講じること。

３　使用目的以外には使用しないこと。

４　使用中・使用後に施設・用地を見回り、損傷等がないことを確認すること。

５　施設・用地の使用中・使用後に損傷等を発見した場合は、直ちに下田土木事務所へ報告し、届出者の責任において修繕すること。

６　使用の期間中に施設・用地内で発生した事故、紛争等については、届出者において処理すること。

７　施設・用地の使用にあたり警察・自治会等の関係団体から同意を得ること。

８　大雨・強風等の悪天候が予想されるときは、十分に検討し対処すること。

９　他法令の許認可が必要な場合、その許可等を受けること。

10　使用内容に変更がある場合には速やかに下田土木事務所へ連絡すること。
●添付書類

１　使用場所の位置図

地図に使用場所がわかるように印をしてください。

２　交通規制図（交通規制を伴う場合のみ）

３　その他

　　事業計画書、企画書、ドローン等の関係書類
問い合わせ先・送付先

〒４１５－００１６

静岡県下田市中５３１－１　

静岡県下田土木事務所　維持管理課 管理班　

電話番号　０５５８－２４－２１０８

E-mail:shimodo-kanri@pref.shizuoka.lg.jp

※Eメールでの提出可

